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労働保険の年度更新は電子申請にしませんか 

～年度更新はカンタン・便利な電子申請の活用を～ 
 

労働保険の年度更新とは、前年度の確定保険料申告による精算と、本年度の 

概算保険料を申告・納付する手続きのことで、下記期間内に手続きが必要です。 

 

◎ 年度更新期間：令和５年６月１日（木）から７月 10 日（月）まで 

 

労働保険の年度更新申告書は、来庁による提出、郵送による提出ができます 

が、電子申請により提出することが可能です。 

カンタン・便利な電子申請の活用を！―5 月は電子申請利用促進月間です― 

労働保険の手続は、電子申請により行うことができます。電子申請をご利用いただく

と、行政機関に出向くことなく、自宅やオフィスでいつでも申請等の手続を行うこと

ができます。 

メリット１：スピード申請 
申請書類への記入も簡単＆スピーディー。 

前年度の申告書類を取り込み、入力チェック機能や自動計算機能で、記入漏れや記入

ミスを防げます。 

メリット２：いつでも・どこでも 
労働局や労働基準監督署などの窓口に出向く必要はありません。 

窓口での待ち時間がなく、自宅やオフィスにいながら申請や届出ができます。 

しかも 24 時間 365 日、いつでも手続が可能です。 

メリット３：時間・コスト削減 
申請・届出用紙の入手は不要。（書き損じの心配なし）。 

窓口で並ぶ時間や窓口までの移動費などを大幅に削減でき、 

総務担当者の業務改善につながります。 
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労働保険の電子申請を行うには、主に次の２つの方法があります。 

電子申請２つの方法 

① G ビズ ID を利用した手続き 

G ビズ ID プライムのアカウントを作成して手続きを行います。G ビズ ID は無料で取

得可能、電子証明書がなくても電子申請が可能です。また G ビズ ID は、各種補助金や

社会保険、雇用保険など、会社で必要になるさまざまな申請に対応しています。 

②e-GOV を利用した手続き 

電子証明書を用意し、e-GOV ポータルにアクセスしてアカウントの準備を行い、アプ

リケーションをインストールします。市販の電子申請ソフト（API 対応ソフト）や対応

している労務管理ソフトを利用すれば、より効率的な申請が行えるようになります。 

 

＊電子申請の詳細については、厚生労働本省のＨＰをご覧ください。 

「労働保険関係手続 電子申請」で検索。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-
shinsei.html)  
 

＊まずは体験してみたいという事業主の皆様へ 

佐賀労働局労働保険徴収室に体験コーナーを設けています。 

職員が操作方法を丁寧に説明させていただき、電子証明書を保有していなくても、

その場で電子申請ができます。是非ご体験ください。事前予約が確実です。 
 

＊電子申請の初期設定に不安をお持ちの事業主の皆様へ 

厚生労働省では、事業場への訪問やオンライン対応による電子申請の初期設定を、

無料でお手伝いする事業を実施しています。別添リーフレットから申し込みできま

す。 

 

＊さらにお得な情報です。 

労働保険料の納付は口座振替が便利です 
労働保険料等の口座振替納付は、事業主の皆様が口座を開設している金融機関に口座振替納

付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引

き落とし、国庫へ振り替えることにより納付するものです。 

メリット１ 
保険料納付のために金融機関の窓口へ行く手間や されます。 

メリット２ 
納付の“忘れ”や“遅れ”がなくなります。 がなくなります。 

メリット３ 
法定納期限から保険料の引き落とし日までに最大 があります。 







口座振替の手続きについては、裏面をご覧ください。→→→ 

全期または第１期 第２期 第３期 

通常の納期限 ７月10日 10月31日(※) １月31日（※） 

口座振替による
納付日 

（引き落とし日） 
９月６日 11月14日 ２月14日 

ゆとり日数 58日 14日 14日 

※労働保険事務組合については、第２期、第３期の納期限がそれぞれ 
 11月14日、2月14日であり、口座振替による納付日と同日となります。 

※口座振替の手続を一度行えば、次の納期以降も継続して引き落としが行われます。 

保険料納付のために、毎回金融機関の 
窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます。 

納付の “忘れ” や “遅れ” がなくなるため、 
延滞金を課される心配がありません。  

手数料はかかりません。 

保険料の引き落としに最大約２カ月ゆとりができます。 

１ 

２ 

３ 

４ 

厚生労働省 

｢ 口座振替による納付 ｣ のメリット 

労働保険料および一般拠出金の納付には、 

口座振替が利用できます。 

 労働保険料は口座振替が便利です！   
事業主・労働保険事務組合の皆さまへ 

保険料を延納（分割納付）している場合には、 
第１期、第２期、第３期での分割で口座振替の引き落としが行われます。 



 
 
◎ 毎回、引き落とし日（口座振替納付日）の約３週間前 
 に引き落とし内容をハガキでお知らせします。 
 
◎ 引き落とし後も、約３週間で引き落とし結果をハガキ 
 でお知らせします。振替日に保険料の引き落としができ 
 なかった場合も、ご連絡させていただきます。 

 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ 
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 

全期 
または 

第１期 

申込 
締切日 

2月25日 

口座振替 
納付日 
9月6日 

第２期 
申込 
締切日 

8月14日 

口座振替 
納付日 

11月14日 

第３期 
申込 
締切日 

10月11日 

口座振替 
納付日 

2月14日 

＜各期の申込締切日・口座振替日＞ 

ぜひ、労働保険料の口座振替をご活用ください！ 

※一部の金融機関ではお取り扱いできません。 
 対象の金融機関については厚生労働省ホームページ（上記）でご確認ください。 

※申込締切日を過ぎて提出された場合は、次の期からの振替となります。 
※該当日が土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日となります。 
 

検索 厚生労働省 労働保険 口座振替 

口座振替に関する詳しい内容やご不明な点は、 
最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署までお問い合わせください。 

かんたんな手続きで完了 

金融機関の窓口へ提出 

口座振替の申込手続きは以下の通りです。 

申込用紙を入手 １ 

申込用紙は以下のいずれかの方法で入手できます。 

 ▶ お近くの労働局・労働基準監督署の窓口 

 ▶ 厚生労働省ホームページからダウンロード 

2 

下の締切日に注意して、申込用紙を提出してください。 

引き落とし前後には、ハガキでお知らせします 



◆ 令和５年４月１日から令和６年３月31日までの雇用保険料率は以下の
とおりです。

• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに

6/1,000に変更になります（農林水産・清酒製造の事業及び

建設の事業は7/1,000に変更になります。）。

• 雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き続き

3.5/1,000です（建設の事業は4.5/1,000です。 ）。

＜令和５年度の雇用保険料率＞

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

（事業主の方へ）

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する
事業については一般の事業の率が適用されます。
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令和５年度雇用保険料率のご案内

（枠内の下段は令和４年10月～令和５年３月の雇用保険料率）

負担者

事業の種類

①
労働者負担
（失業等給付・
育児休業給付の
保険料率のみ）

②
①＋②

雇用保険料率
事業主負担

失業等給付・

育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業

の保険料率

一般の事業 6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000

（令和４年10月～） 5/1,000 8,5/1,000 5/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000

農林水産・
清酒製造の事業

7/1,000 10.5/1,000 7/1,000 3.5/1,000 17.5/1,000

（令和４年10月～） 6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000

建設の事業 7/1,000 11.5/1,000 7/1,000 4.5/1,000 18.5/1,000

（令和４年10月～） 6/1,000 10.5/1,000 6/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000

※

（赤字は変更部分）


